
預金者保護制度
法人向けインターネットバンキングサービスに係る
預金等の不正な払戻し被害の補償について
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　キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合に補償を受けるためには、次の点に
もご留意ください。盗難

キャッシュカード
被害が発生した
場合の留意点

　インターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻しの手口は、コンピュータウイルスを利用した
ID・パスワードの搾取やパーソナルコンピュータの遠隔操作に見られるように、極めて高度化・巧妙化し
ている状況を踏まえ、当金庫では法人向けインターネットバンキングサービスを安心してご利用いただ
くため、当金庫所定の補償限度額の範囲内で補償させていただきます。
　なお、本取組みは、平成26年7月17日付全国銀行協会の申し合わせ（法人向けインターネット・バンキ
ングにおける預金等の不正払戻しに関する補償の考え方）を踏まえ対応するものです。

法人向けインターネット
バンキングサービスに
係る預金等の不正な
払戻し被害の補償
の取扱い

補償の概要

『ご利用をいただく
うえで“必ず実施”
していただきたい
セキュリティ対策』

●万一、キャッシュカードを盗まれたり紛失したりした場合や、預金通帳に身に覚えがない取引が記録さ
れているなどの場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。（※）
●空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データ
がコピーされている可能性がありますので、念のため当金庫にご連絡ください。（※）

キャッシュカードの
盗難・紛失・
不正利用に
お気づきの際は…

偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について 法人向けインターネットバンキングサービスに係る預金等の不正な払戻し被害の補償について

　盗難キャッシュカード被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭っ
た被害です。
　ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合
は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります（この場合において
も、キャッシュカードが盗難された日（※）から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしか
ねる場合があります）。
※キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用いて不正な預金の引出しが最初に行われた日

盗難キャッシュカード被害の補償対象期間1

①『ご利用をいただくうえで“必ず実施”していただきたいセキュリティ対策』を実施していなかった場合
②不正払戻しの発生した翌日から30日以内に当金庫へ事故のお届けをいただけなかった場合
③お客様が日本国外にお住まい、または日本国外でご利用される場合
④お客様の社内、ご家族、または使用人自らの行為、もしくは加担した盗用によって生じた損害
⑤戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害の場合 

補償いたしかねる場合（主なもの）1

　キャッシュカードの盗難により発生した被害につきましては、お客様に故意または「重大な過失」がある
場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
1.お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人（家事全般を行っ
ている家政婦など）によってご預金が引き出された場合
2.被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
3.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された
場合 1.“無償提供”のセキュリティ対策ソフト「PhishWallプレミアム」または「Rapport（ラポート）」をインス

トールしたパーソナルコンピュータで、同対策ソフトを利用してサービスを利用する。
2.「だいしんWEB-FB」をご利用のお客様は、本人認証方法を「電子証明書方式」としてサービスを利用
する。
3.「だいしんWEBバンキング」をご利用のお客様は、本人認証方法を「ワンタイムパスワード」としてサー
ビスを利用する。 
4.インターネットバンキングに使用するパーソナルコンピュータに関して、OS（基本ソフト）やウェブブラ
ウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新して利用する。また、製造・開発
元のサポート期限が終了しているものは使用しない。
5.インターネットバンキングに使用するパーソナルコンピュータに関して、お客様自身でウイルスソフト
を導入するとともに、常に最新の状態に更新したうえで利用する。
6.インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に更新する。

「補償いたしかねる
場合」または「補償
を減額する場合」

キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース2

※カード、通帳などが盗難にあわれたり、紛失された場合には！
　至急、お取引店舗までご連絡ください。お取引停止の手続をさせていただきます。
　当金庫本支店営業時間　平日 午前9時～午後5時
　上記営業時間（平日 午前9時～午後5時）外の場合は、下記監視センターで受付いたします。
　【本部ATM監視センター（TEL 0584-75-6101 FAX 0584-75-6195）】
　平日　　 午前7時30分～午前9時 及び 午後5時～午後9時
　土日祝日 午前8時～午後9時
※連絡先につきましては、当金庫のホームページ（http://www.ogakiseino-shinkin.co.jp/）もしくは
全国信用金庫協会のホームページ（http://www.shinkin.org/）で閲覧できます。

当金庫のインターネットバンキング（だいしんWEB-FB、だいしんWEBバンキング）を
ご利用頂いている法人のお客様

対象となるお客様

1口座あたり、原則、年間1,000万円を上限として被害額の補償を検討被害補償の限度額

①『ご利用をいただくうえで“必ず実施”していただきたいセキュリティ対策』の導入
②不正使用に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
③当金庫の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
④当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測
される事実を確認できるものを示していること

被害補償の
適用条件等

※ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であること、およびお客様に過失または重過失があることを当金庫が証明した
場合には、当金庫は補償対象額の一部または全部を補償いたしかねる場合もございます。

①本人確認情報であるログインID、各種パスワード、暗証番号等が適切に管理されていない場合
②当金庫が推奨するOS（基本ソフト）、ウェブブラウザ（インターネット閲覧ソフト）以外で本サービスを
使用している場合

補償を減額する場合（主なもの）2


